
 

京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例第４条第１項の規定により

下記の建築物を保存建築物登録原簿に登録しましたので、同条第４項の規定に

基づき公告します。 

 その関係図書は、京都市都市計画局建築指導部建築指導課において、一般の

縦覧に供します。 

  令和７年６月２０日 

京都市長 松井 孝治   

 

１ 建築物の名称 

  鎌田家住宅 

２ 建築物の敷地 

  京都市上京区笹屋町通六軒町西入笹屋五丁目３０８番地、３０９番地 

３ 建築物の概要 

 ⑴ 用途  

   住宅 

 ⑵ 構造・規模  

   主屋 木造地上２階建て 

４ 登録年月日及び番号 

  令和７年６月１３日 第０２９号 

５ 縦覧期間 

  京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時

４５分から午後５時３０分まで(ただし、正午から午後１時までは除く。) 

 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


